


１次下請で内装工事を施工し、完了
したので工事代金を請求したところ、
請負契約書では請求後５０日以内に
支払う契約であるにも関わらず、全
体工事が完了するまで支払いを保留
にされている。

３次下請の配管工事を口頭によ
り５０万円で請けて施工を完了
したが、２次下請から資金繰り
が苦しいとの理由で半分入金さ
れたが、残りの半分が未回収の
ため不安である。

ビルの外壁パネル設置工事を
契約書により１次下請で施工
したが、施工中の材料パネル
の納入遅れにより工期の延長
が発生したので、その責任と
損害金により支払いはないと
言われている。

修繕に伴う塗装工事を１次下請で施
工していたところ、出来高９０％程
度の段階で施工ミスを指摘されたの
で手直しのための段取りを始めたと
ころ、現場から外され､契約解除の通
告を受け、出来高分の支払いを保留
にされている。

太陽光発電の杭打ち・パネル工事を
地中障害物が存在しないことを前提
とした契約書により施工したが、地
中障害物があったため元請担当者の
了解を得て追加工事を進めたが、契
約変更を拒否されている。

橋梁の補修工事を３次下請で
施工し完成したので、相手方
に代金請求したが連絡が取れ
ず、その後、破産の申立をし
たとのことで回収ができなく
なっている。

相談例（建設業取引適正化センターにはこのような相談が持ち込まれています。）

相談
連絡先

センター東京
０３－３２３９－５０９５

センター大阪
０６－６７６７－３９３９


